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１．どんな事業主がもらえるの？
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支給対象となる事業主

１．新型コロナウイルス感染症の影響により

経営環境が悪化している

２．最近１か月間の売上高が前年同月比５％

以上減少している

※直近1か月とは、申請書類を提出する月の前月

３．労使間の協定に基づき休業などを実施し

休業手当を支払っている
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助成対象となる労働者

◆「雇用調整助成金」の助成対象となる労働者
は、事業主に雇用された雇用保険被保険者

◆学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外
の方も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象と
なります。
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支給率は？

１．緊急対応期間(4/1～6/30)における
助成率は、中小企業 4/5 、大企業 2/3

２．雇用されている労働者（雇用保険未加入者を含む）及び

派遣労働者の数が、令和２年１月24日から判定基礎期間の末
日までの各月末の事業所労働者数の平均の５分の４以上であ

り、かつ、解雇等を行わない場合は、助成率を中
小企業9/10 、大企業 3/4

※ 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。

・小売業（飲食店を含む）: 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下

・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下

・卸売業: 資本金１億円以下 または従業員 100 人以下

・その他の業種: 資本金３億円以下 または従業員 300 人以下 6



支給率は？

３．以下の要件を満たす場合は、休業手当全
体の助成率を10/10とする（1人1日当たり
8,330円が上限）。

●中小企業であり、解雇等を行っていない

●都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間
の短縮を行った

●次のいずれかに該当する手当を支払っている

①労働者の休業に対して100％の休業手当を支払っている

②上限額（8,330円）以上の休業手当を支払っている（支給
率60％以上である場合に限る）

※緊急対応期間中に限り適用 7



支給率は？

４．休業手当の支払率60％超の部分の助成率
を特例的に10/10とする（1人1日当たり
8,330円が上限）。

●中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、
休業手当60％を超えて支給する部分に係る助成率を10/10
とする

（例）休業手当100％の場合

雇用調整助成金
（60％×9/10）＋（40％×10/10）=計94%を助成

※緊急対応期間中に限り適用
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２．雇用調整助成金が使いやすくなった！
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小規模事業主の方は、申請が簡単に！

従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主は、

2020年5月19日以降、支給申請が簡単に
なった！
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支給申請のやり方は、
厚生労働省のHPから
マニュアルをダウンロードして、
マニュアル通りに作れば、簡単！！

支給申請書類は、

◆雇用調整助成金（被保険者用）と
◆緊急雇用安定助成金（被保険者以外用）
の２種類あり、マニュアルも２種類ある。

※内容は大体同じ。
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雇用保険
被保険者以外



13

雇用保険
被保険者用
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雇用保険
被保険者用
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雇用保険
被保険者用
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雇用保険
被保険者用



17

雇用保険
被保険者用
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雇用保険
被保険者用



３．支給申請に必要な書類は？
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ここからは、小規模事業者以外についての説明です。



「支給申請」に必要な書類（雇用調整助成金）

書類名 備考

様式特第４号

雇用調整事業所の事業活動の状況に
関する申出書

【添付書類】
生産指標の低下が確認できる書類
「売上」等がわかる既存書類の写しも可
（売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿など）

様式特第６号

支給要件確認申立書・役員等一覧

様式特第９号または12号

休業・教育訓練実績一覧表
自動計算機能付き様式

様式特第８号または11号

助成額算定書
自動計算機能付き様式

様式特第７号または10号

（休業等）支給申請書
自動計算機能付き様式

休業協定書 【添付書類】
（労働組合がある場合）組合員名簿
（労働組合がない場合）労働者代表選任書※
※実績一覧表（様式特第9号又は12号）の署名または記名・
押印があれば省略可

事業所の規模を確認する書類 既存の労働者名簿及び役員名簿で可

労働・休日の実績に関する書類 出勤簿、タイムカードの写しなど

休業手当・賃金の実績に関する書類 賃金台帳、給与明細の写しなど。
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支給申請書類の書き方
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支給申請書類の書き方は、厚生労働省のHPから
雇用調整助成金ガイドブック（簡易版）
ダウンロードして、それを見ながら書く。

なお、雇用調整助成金の申請書類をダウンロード
する場所には、「記載例」も掲載されているので、
それも見ながら記入していくとよい。

※緊急雇用安定助成金のガイドブックは無い。



支給申請書類は、
◆雇用調整助成金（被保険者用）と
◆緊急雇用安定助成金（被保険者以外用）
の２種類ある。

※内容は若干異なる。

※どちらも、様式第1号(1) 休業計画届は、
令和2年5月19日から提出不要になった。
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23

雇用保険
被保険者用
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４．申請書類を作成する上での注意点
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注意事項①

※令和２年４月１日をまたぐ申請の場合、

「支給申請書」・「助成額算定書」および

「休業・教育訓練実績一覧表」の様式が異なるの
で、間違えないようにしてください。

●新様式特第10,11号 支給申請書(休業等)、助成額算定書

●新様式特第12号 休業・教育訓練実績一覧表
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注意事項②

申請書類を記入していて、疑問点が出てきたら、厚生労働省のHPに
、雇用調整助成金FAQ（5月11日現在版）があるので、それを見れ
ば、よくある質問（疑問）は解決できることが多いです。

それ以外の詳しい内容は、同じく厚生労働省のHPの

雇用調整助成金支給要領（令和2年5月19日改正）

緊急雇用安定助成金支給要領（令和2年5月19日改正）

を見てください。

それを見ても分からないことは、

雇用調整助成金コールセンターに電話して聞いてください。

0120-60-3999 受付時間 9:00～21:00（土日・祝日含む）

それでも解決しないことは、助成金センターかハローワークに出向
いて相談してください。

34



注意事項③

賃金台帳に、「休業手当」を支払ったことが分かる
ように、休業手当の項目を入れておく。

これは、たとえ通常の賃金と同じ額（休業手当とし
て賃金１００％）を支給していた場合でも、それが
休業手当として支払っている旨が分かるように項目
を設けて記載しておくことが求められます。
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提出方法

各都道府県労働局助成金センターへ持参または郵送
にて提出します。

・郵送する場合は、簡易書留や特定記録など
申請の記録が残る方法でお送り下さい。

・申請書の記入漏れや書類の不備がある場合は、
申請書類一式が返送されます。

（申請書類に捨印を押印しておけば、重要でない部分は
直してくれる場合もあります）

書類が返却された場合は、不備を修正した上で、再度郵
送する（または持参する）ことになりますので、できる

だけ記入漏れや添付漏れがないようご確認ください。
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オンライン申請について

2020年5月19日から、オンラインでの申請も可能になり
ました。

厚生労働省のHPの「雇用調整助成金」のページの

一番下にある

・雇用調整助成金オンライン受付システム
操作マニュアル（R2.5.20）

をダウンロードしてご覧ください。

（オンライン申請に慣れていない方は、郵送をお勧めします。）
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https://www.mhlw.go.jp/content/000631539.pdf


５．具体的なQ&A（質疑応答）
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ここからは、

弁護士法人 みお綜合法律事務所

代表の伊藤勝彦先生

を交えて、具体的なQ&Aについて

考えてみたいと思います。
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ありがとうございました
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